
JP 4894760 B2 2012.3.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックの上で、かつヘッドレストの後方にモニターユニットが設置されるモニタ
ー付き車両用シートであって、
　ヘッドレストは、乗員の後頭部を受け止める頭受部を有し、頭受部の裏側に凹状の凹部
が形成されており、凹部にモニターユニットの少なくとも一部が入り込むように配置され
、
　ヘッドレストとモニターユニットとは、それぞれが独立して別個にシートバック上面部
に支持配置されており、両者は相対移動可能に嵌合されており、
　ヘッドレストにはシートバックに抜き差し可能に取り付けるためのステーが設けられて
おり、ヘッドレストのステーと頭受部との接続箇所にはシートバックに対して頭受部を相
対的に前後移動させることのできる作動機構が設けられており、
　作動機構は、頭受部をモニターユニットの背面部に接近させた接近位置と該接近位置か
ら前方に離間移動させた離間位置との間でステーに対して相対的に移動させるようになっ
ており、
　頭受部は、その凹部の凹形状によってモニターユニットに対する相対的な接近移動を受
け入れるようになっており、モニターユニットはヘッドレストの移動にかかわらず少なく
とも一部が凹部内に収容されていることを特徴とするモニター付き車両用シート。
【請求項２】
　請求項１に記載のモニター付き車両用シートであって、
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　作動機構は、ヘッドレストの頭受部とステーとをヒンジ連結するヒンジ部であり、該ヒ
ンジ部を中心として、頭受部の前面となる頭受面を前後方向に首振り運動させられるよう
になっていることを特徴とするモニター付き車両用シート。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のモニター付き車両用シートであって、
　モニターユニットの上部には、ヘッドレストの首振り運動を許容する湾曲状の湾曲部を
有することを特徴とするモニター付き車両用シート。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のモニター付き車両用シートであって、
　ヘッドレストのステーとシートバックとの差し込み連結構造は、ステーをシートバック
上面に形成された差込口の内部に差し込むことにより、ステーに形成された調整溝が差込
口の口内に出没動可能に設けられた係止爪と係止して該ステーの差込方向への移動が規制
される構造となっており、
　調整溝は該ステーの抜差方向に複数形成されており、係止爪と係止させる調整溝の選択
によりヘッドレストの設置高さ位置の調整が行えるようになっており、
　頭受部の背面部分には、ヘッドレストの設置高さが上げられた際にモニターユニットの
上側に露出する頭受部とステーとの取付構造部分を背面側から覆う後部カバーが取り付け
られていることを特徴とするモニター付き車両用シート。
【請求項５】
　請求項４に記載のモニター付き車両用シートであって、
　後部カバーがステー側に固定されていることを特徴とするモニター付き車両用シート。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載のモニター付き車両用シートであって、
　モニターユニットには、該モニターユニットとシートバックとの取付構造部分を前面側
から覆う前部カバーが取り付けられており、
　前部カバーは、ヘッドレストの設置高さが上げられた際にヘッドレストとシートバック
との間に形成される前方からの隙間から見える構造部分を覆った状態を成すことを特徴と
するモニター付き車両用シート。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載のモニター付き車両用シートであって、
　モニターユニットは、シートバックにヒンジ連結されており、該ヒンジ連結されたヒン
ジ部を中心として、表示画面を前後方向に首振り運動させられるようになっていることを
特徴とするモニター付き車両用シート。
【請求項８】
　請求項７に記載のモニター付き車両用シートであって、
　モニターユニットは、ヘッドレストをシートバックから取り外した状態では、ヒンジ部
を中心としてシートバック上面に倒し込んで折り畳めるようになっていることを特徴とす
るモニター付き車両用シート。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載のモニター付き車両用シートであって、
　ヘッドレストの頭受部には、凹部の左右両側の面部を成す側面部がそれぞれ形成されて
おり、
　両側面部は、頭受部を前後移動させたいずれの移動位置においても、頭受部とモニター
ユニットとの間に形成される側方からの隙間を覆った状態として構成されていることを特
徴とするモニター付き車両用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モニター付き車両用シートに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、車両の座席用シートには、シートバック上面のヘッドレスト背面部にモニター等
の電装品が組み付けられているものがある。例えば、下記特許文献１には、モニターユニ
ットをシートに組み付ける組付け構造に関する技術が開示されている。この開示では、モ
ニターユニットとヘッドレストとが別体に構成されている。そして、ヘッドレストは、そ
の背面部分が刳り貫かれた形状となっており、モニターユニットを下方からスライドさせ
て嵌め込めるようになっている。また、モニターユニットには、その台座部分に、モニタ
ーユニットをヘッドレストに嵌め込む際にヘッドレストの脚部であるステーを差し通せる
ようにする貫通孔が形成されている。したがって、ステーを貫通孔に差し通しながらモニ
ターユニットを嵌め込むことにより、両者を一体感のあるコンパクトな形態に組み付ける
ことができる。また、上記構成により、モニターユニットを、ヘッドレストの上下移動、
すなわちステーのシートバック内部への差し込み長さの調整移動には追従しない別個独立
した構成とすることができる。したがって、モニターユニットの配線をステーの内部に経
由させて追従させる必要がないため、シートバック内部への配線を簡単化することができ
る。
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６６９８８３２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の開示技術では、ヘッドレストがモニターユニットと組み付けられ
る構成であり、その可動範囲に制約が生じることから、ヘッドレストはシートバックに対
する上下方向の調整移動のみが可能な単純な構成となっている。
【０００５】
　本発明は、上記した問題を解決するものとして創案されたものであって、本発明が解決
しようとする課題は、ヘッドレストにモニターユニットが組み付けられる構成であっても
、ヘッドレストのシートバックに対する前後位置の調整が行えるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のモニター付き車両用シートは次の手段をとる。
　先ず、第１の発明は、シートバックの上で、かつヘッドレストの後方にモニターユニッ
トが設置されるモニター付き車両用シートであって、ヘッドレストは、乗員の後頭部を受
け止める頭受部を有し、頭受部の裏側に凹状の凹部が形成されており、凹部にモニターユ
ニットの少なくとも一部が入り込むように配置され、ヘッドレストとモニターユニットと
は、それぞれが独立して別個にシートバック上面部に支持配置されており、両者は相対移
動可能に嵌合されており、ヘッドレストにはシートバックに抜き差し可能に取り付けるた
めのステーが設けられており、ヘッドレストのステーと頭受部との接続箇所にはシートバ
ックに対して頭受部を相対的に前後移動させることのできる作動機構が設けられており、
　作動機構は、頭受部をモニターユニットの背面部に接近させた接近位置と該接近位置か
ら前方に離間移動させた離間位置との間でステーに対して相対的に移動させるようになっ
ており、頭受部は、その凹部の凹形状によってモニターユニットに対する相対的な接近移
動を受け入れるようになっており、モニターユニットはヘッドレストの移動にかかわらず
少なくとも一部が凹部内に収容されていることを特徴とする。

　この第１の発明によれば、モニターユニットは、頭受部の裏側に凹状の凹部が形成され
ており、凹部にモニターユニットの少なくとも一部が入り込むように配置され、ヘッドレ
ストと一体感のあるコンパクトな形態に組み付けられる。また、ヘッドレストの頭受部は
、作動機構により、ステーに対して前後移動させられるようになっている。この頭受部の
前後移動では、頭受部は、その背後側にあるモニターユニットに接近した接近位置まで移
動する。詳しくは、この接近位置は、頭受部の裏側に形成された凹部内にモニターユニッ
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トの一部が入り込んだ状態位置となる。すなわち、頭受部の凹部の凹形状によってモニタ
ーユニットに対する相対的な接近移動を受け入れるようになっており、前後移動するヘッ
ドレストのモニターユニットの少なくとも一部が重なり合う。これにより、ヘッドレスト
とモニターユニットとを組み合わせた構成の前後幅が短縮されるとともに、一体感があっ
て、良い見栄えとすることができる。
【０００７】
　次に、第２の発明は、上述した第１の発明において、作動機構は、ヘッドレストの頭受
部とステーとをヒンジ連結するヒンジ部であり、ヒンジ部を中心として、頭受部の前面と
なる頭受面を前後方向に首振り運動させられるようになっていることを特徴とする。
　この第２の発明によれば、頭受部の前後移動は、ステーとの間に設けられたヒンジ部回
りの首振り運動によって行われる。
【０００８】
　次に、第３の発明は、上述した第１又は第２の発明において、モニターユニットの上部
には、ヘッドレストの首振り運動を許容する湾曲状の湾曲部を有することを特徴とする。
　この第３の発明によれば、ヘッドレストが首振り運動をして前後に移動したとしても、
モニターユニットの湾曲部がヘッドレストの移動を許容するため、モニターユニットとヘ
ッドレストとの間に隙間を生じることがなく、見栄えの向上を図ることができる。
【０００９】
　次に、第４の発明は、上述した第１から第３のいずれかの発明において、ヘッドレスト
のステーとシートバックとの差し込み連結構造は、ステーをシートバック上面に形成され
た差込口の内部に差し込むことにより、ステーに形成された調整溝が差込口の口内に出没
動可能に設けられた係止爪と係止してステーの差込方向への移動が規制される構造となっ
ており、調整溝はステーの抜差方向に複数形成されており、係止爪と係止させる調整溝の
選択によりヘッドレストの設置高さ位置の調整が行えるようになっており、頭受部の背面
部分には、ヘッドレストの設置高さが上げられた際にモニターユニットの上側に露出する
頭受部とステーとの取付構造部分を背面側から覆う後部カバーが取り付けられていること
を特徴とする。
　この第４の発明によれば、頭受部とステーとの取付構造部分は、後部カバーによってそ
の背面側から覆われる。この後部カバーは、ヘッドレストの設置高さが上げられた際に、
モニターユニットの上側に露出する上記取付構造部分を覆い隠す。
【００１０】
　次に、第５の発明は、上述した第４の発明において、後部カバーがステー側に固定され
ていることを特徴とする。
　この第５の発明によれば、後部カバーは、ヘッドレストの首振り運動に連動せずに、ヘ
ッドレストの上下移動にのみ連動する。これにより、ヘッドレストが首振りしても、後部
カバーはモニターユニットに干渉せずにヘッドレストの首振りをスムースに行うことがで
きる。また、ヘッドレストが上下移動する際にモニターユニットとの隙間を覆うため、見
栄えを向上させることができる。
【００１１】
　次に、第６の発明は、上述した第４又は第５の発明において、モニターユニットには、
該モニターユニットとシートバックとの取付構造部分を前面側から覆う前部カバーが取り
付けられており、前部カバーは、ヘッドレストの設置高さが上げられた際にヘッドレスト
とシートバックとの間に形成される前方からの隙間から見える構造部分を覆った状態を成
すことを特徴とする。
　この第６の発明によれば、モニターユニットとシートバックとの取付構造部分は、前部
カバーによってその前面側から覆われる。この前部カバーは、ヘッドレストの設置高さが
上げられた際に、ヘッドレストとシートバックとの間の隙間から露出する上記構造部分を
覆い隠す。
【００１２】
　次に、第７の発明は、上述した第１から第６のいずれかの発明において、モニターユニ
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ットは、シートバックにヒンジ連結されており、ヒンジ連結されたヒンジ部を中心として
、表示画面を前後方向に首振り運動させられるようになっていることを特徴とする。
　この第７の発明によれば、ヒンジ部を中心としてモニターユニットを首振り運動させる
ことにより、表示画面の傾き角度が変えられる。
【００１３】
　次に、第８の発明は、上述した第７の発明において、モニターユニットは、ヘッドレス
トをシートバックから取り外した状態では、ヒンジ部を中心としてシートバック上面に倒
し込んで折り畳めるようになっていることを特徴とする。
　この第８の発明によれば、モニターユニットの表示画面の傾き角度を調整するためのヒ
ンジ中心が、モニターユニットをシートバック上面に倒し込む際のヒンジ中心となる。
【００１４】
　次に、第９の発明は、上述した第１から第８のいずれかの発明において、ヘッドレスト
の頭受部には、凹部の左右両側の面部を成す側面部がそれぞれ形成されており、両側面部
は、頭受部を前後移動させたいずれの移動位置においても、頭受部とモニターユニットと
の間に形成される側方からの隙間を覆った状態として構成されていることを特徴とする。
　この第９の発明によれば、頭受部とモニターユニットとの間に形成される側方からの隙
間は、頭受部の凹部左右両側の面部を成す側面部によって覆われる。この側面部は、頭受
部を前方に移動させた際に、頭受部とモニターユニットとの間に形成される側方からの隙
間を覆い隠す。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は上述した手段をとることにより、次の効果を得ることができる。
　先ず、第１の発明によれば、ヘッドレストとモニターユニットとを組み合わせた構成の
前後幅を短縮できるようにしたことにより、ヘッドレストにモニターユニットが組み付け
られる構成であっても、ヘッドレストのシートバックに対する前後位置の調整をコンパク
トな形態で行えるとともに、前後移動するヘッドレストのモニターユニットの少なくとも
一部が重なり合うこととなって一体感がある良好な見栄えを得ることができる。
　更に、第２の発明によれば、ヒンジ部を用いたことにより、ヘッドレストの前後位置の
調整機構を比較的簡単な構成として具現化することができる。
　更に、第３の発明によれば、モニターユニットとヘッドレストとの間に隙間を生じるこ
とがなくなって見栄えの向上を図ることができる。
　更に、第４の発明によれば、頭受部とステーとの取付構造部分を後部カバーによって覆
ったことにより、ヘッドレストの背面側の見栄えを損なわないようにすることができる。
　更に、第５の発明によれば、ヘッドレストの首振り運動をスムースに行うことができる
とともに、ヘッドレストが上下移動する際にモニターユニットとの隙間を被覆することで
見栄えを向上させることができる。
　更に、第６の発明によれば、モニターユニットとシートバックとの取付構造部分を前部
カバーによって覆ったことにより、ヘッドレストとシートバックとの間の隙間から見える
モニターユニットの前面側の見栄えを損なわないようにすることができる。
　更に、第７の発明によれば、ヒンジ部を用いたことにより、モニターユニットの表示画
面の傾き角度の調整機構を比較的簡単な構成として具現化することができる。
　更に、第８の発明によれば、モニターユニットの表示画面の傾き角度の調整機構を、モ
ニターユニットをシートバック上面に倒し込む機構として兼用させることができる。
　更に、第９の発明によれば、頭受部の側面部により、頭受部とモニターユニットとの間
に形成される側方からの隙間を覆い隠して見栄えを損なわないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例１のモニター付き車両用シートの概略構造を表した斜視図である。
【図２】図１の左側面図である。
【図３】ヘッドレスト及びモニターユニットの取付構造の分解斜視図である。
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【図４】ヘッドレストの設置状態を表した斜視図である。
【図５】モニターユニットの設置状態を表した斜視図である。
【図６】ヘッドレストの前後位置を変えた状態を表した図５のIII－III線断面相当の側面
視断面図である。
【図７】ヘッドレストの高さ位置を上げた状態を表した図５のIII－III線断面相当の側面
視断面図である。
【図８】図２のI－I線断面図である。
【図９】図２のII－II線断面図である。
【図１０】モニターユニットの傾き角度を変えた状態を表した斜視図である。
【図１１】モニターユニットをシートバックの上面に倒し込んで折り畳んだ状態を表した
側面図である。
【図１２】ステーの差込構造を表した側面視断面図である。
【図１３】ステーの差込状態を表した側面視断面図である。
【図１４】実施例２のモニター付き車両用シートのヘッドレスト及びモニターユニットの
取付構造の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００１７】
　１　　　シート
　１０　　シートバック
　１１　　バックフレーム
　１１ａ　固定器具
　２０　　ヘッドレスト
　２１　　頭受部
　２１ａ　嵌込凹部
　２１ｂ　側面部
　２１ｃ　後端部分
　２２　　ステー
　２２ａ　調整溝
　２２ｂ　係止溝
　２３　　ステー
　２４　　支持器具
　２４ａ　ヒンジ部（作動機構）
　２５　　取付器具
　２６　　後部カバー
　２６ａ　湾曲部
　３１　　モニターユニット
　３１ａ　表示画面
　３１ｂ　背面
　３１ｃ　取付器具
　３２　　モニターカバー
　３２ａ　嵌込口
　３２ｂ　側面部
　３３　　下部カバー
　３３ａ　摺動面
　３３ｂ　ボタン穴
　３４　　支持器具
　３４ａ　ヒンジ部
　３６　　前部カバー
　３６ａ　覆い部
　３６ｂ　貫通孔
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　３６ｃ　解除ボタン
　３６ｄ　湾曲部
　４０　　サポート
　４１　　差込口
　４２　　係止爪
　４３　　操作ツマミ
　５０　　サポート
　５１　　差込口
　Ｓ　　　差込方向
　Ｈ　　　引抜方向
　ｔｂ　　隙間
　ｔｆ　　隙間
　１３１　モニターユニット
　１３２　モニターカバー
　１３４　支持器具
　１３６　前部カバー
　１３６ｃ　解除ボタン
　１３７　取付基板
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態の実施例について、図面を用いて説明する
。
【実施例１】
【００１９】
　始めに、実施例１のモニター付き車両用シートの構成について、図１～図１３を用いて
説明する。図１はモニター付き車両用シートの概略構造を表した斜視図である。図２は図
１の左側面図である。図３はヘッドレスト２０及びモニターユニット３１の取付構造の分
解斜視図である。図４はヘッドレスト２０の設置状態を表した斜視図である。図５はモニ
ターユニット３１の設置状態を表した斜視図である。図６はヘッドレスト２０の前後位置
を変えた状態を表した図５のIII－III線断面相当の側面視断面図である。図７はヘッドレ
スト２０の高さ位置を上げた状態を表した図５のIII－III線断面相当の側面視断面図であ
る。図８は図２のI－I線断面図である。図９は図２のII－II線断面図である。図１０はモ
ニターユニット３１の傾き角度を変えた状態を表した斜視図である。図１１はモニターユ
ニット３１をシートバック１０の上面に倒し込んで折り畳んだ状態を表した側面図である
。図１２はステー２２の差込構造を表した側面視断面図である。図１３はステー２２の差
込状態を表した側面視断面図である。
　なお、以下の説明で、ヘッドレスト２０やモニターユニット３１等の構造部材に対して
「表面」とは、その組付け構造物において外側を向く面を意図している。また、「背面」
とは、「表面」と反対側の面を意図している。更に、「前面」とは、座席用シート１の設
置向きに対して前方を向く面、「後面」とは、「前面」の反対側の面をそれぞれ意図して
いる。
【００２０】
　本実施例の座席用シート１は、図１に良く示されるように、背もたれ部となるシートバ
ック１０の上面部にモニターユニット３１が設置されている。このモニターユニット３１
は、同じくシートバック１０の上面部に設置されるヘッドレスト２０の背面部位置に配置
されている。詳しくは、モニターユニット３１は、その表示画面３１ａを後側に配置され
た座席用シート（図示省略）に向けて配置されている。
　ここで、図２には、ヘッドレスト２０の左側面が表されている。また、図３には、ヘッ
ドレスト２０やモニターユニット３１の取付構造が分解斜視図で表されている。また、図
４には、ヘッドレスト２０の単体での設置状態が表されている。また、図５には、モニタ
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ーユニット３１の設置状態が表されている。これらの図に表されているように、ヘッドレ
スト２０やモニターユニット３１は、シートバック１０の骨格を成すバックフレーム１１
に対して取り付けられている。
【００２１】
　以下、ヘッドレスト２０及びモニターユニット３１の取付構造について、詳細に説明す
る。
　先ず、ヘッドレスト２０及びその取付構造について説明する。
　すなわち、ヘッドレスト２０は、図２及び図３に良く示されるように、頭受部２１と、
ステー２２，２３と、支持器具２４と、取付器具２５と、後部カバー２６と、を有する。
　詳しくは、頭受部２１は、その前面部分に緩衝構造を備えており、乗員の後頭部を受け
止めてこれを支持するようになっている。また、図４に示されるように、頭受部２１は、
その背面部分が下方まで刳り貫かれた形状となっており、この刳貫部分が嵌込凹部２１ａ
として形成されている。そして、頭受部２１には、嵌込凹部２１ａの左右両側の面部を成
す側面部２１ｂがそれぞれ形成されている。
　側面部２１ｂは、モニターユニット３１の側面を覆って配置されているために、モニタ
ーユニット３１は、ヘッドレスト２０に常に重なるように取り付けられており、それによ
って、一体感があって良い見栄えとなる。
　次いで、ステー２２，２３は、図３に示されるように、それらの上端部分が支持器具２
４に連結されている。これにより、ステー２２，２３及び支持器具２４は、全体が門形状
の一体型の部品として組み付けられている。これらステー２２，２３は、支持器具２４が
頭受部２１の背面部分に取り付けられることにより、２本の棒状部材を頭受部２１から垂
下させた状態として組み付けられる。こうして組み付けられたステー２２，２３は、ヘッ
ドレスト２０の取付用の脚部として成る。すなわち、ステー２２，２３は、図４に示され
るように、バックフレーム１１の上面部に設置された２個のサポート４０，５０の内部に
差し込まれることにより、ヘッドレスト２０をシートバック１０に連結する。この連結に
より、ヘッドレスト２０をシートバック１０の上面部に設置した状態として保持すること
ができる。なお、ステー２２，２３とサポート４０，５０との連結構造については後述す
る。
【００２２】
　ここで、図３に戻り、上記した支持器具２４は、取付器具２５を介して頭受部２１に取
り付けられている。この取付器具２５は、支持器具２４のヒンジ部２４ａにおいてこれに
軸回動可能に連結されている。そして、取付器具２５は、図６に示されるように、頭受部
２１の背面部分に一体に取り付けられている。これにより、頭受部２１は、ヒンジ部２４
ａを中心として、頭受面（前面）をステー２２，２３に対して前後方向に首振り運動させ
られるようになる。ここで、頭受部２１は、その背面部分に形成された嵌込凹部２１ａの
凹形状によって、モニターユニット３１に対する相対的な接近移動を受け入れるようにな
っている。これにより、頭受部２１の首振り運動は、同図の実線で示される接近位置と仮
想線で示される離間位置との間で行えるようになっている。この実線で示された接近位置
では、頭受部２１の形状内部にモニターユニット３１やその背面３１ｂ側に組み付けられ
た前部カバー３６等の組付構造物を入り込ませて、頭受部２１をモニターユニット３１の
背面３１ｂに接近させた状態位置となっている。これにより、頭受部２１の前後移動の振
れ幅を、頭受部２１の形状内に吸収させている。また、仮想線で示された離間位置では、
上記の接近位置に対して、頭受部２１をヒンジ部２４ａを中心に同図で示す反時計回りに
回動させてモニターユニット３１の背面３１ｂから前方に離間移動させた状態位置となっ
ている。このとき、頭受部２１の離間移動に伴って、頭受部２１の上方側の後端部分２１
ｃが同図で示す右下がり方向に移動する。しかし、頭受部２１の離間移動は、後端部分２
１ｃがその下側に位置する前部カバー３６に形成されている湾曲部３６ｄが許容するよう
になっている。これにより、ヘッドレスト２０が首振り運動をして前後に移動する際に、
前部カバー３６の湾曲部３６ｄがヘッドレスト２０の移動を許容するために、モニターユ
ニット３１とヘッドレスト２０との間に隙間を生じることがなく、見栄えの向上を図る。
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なお、前部カバー３６の詳細は後述する。また、上記した頭受部２１の首振り運動は、常
に、頭受部２１の側面部２１ｂが後述する前部カバー３６の側面と面を重ね合わせた状態
（図１参照）で行われるようになっている。これにより、ヘッドレスト２０が首振り運動
しても、ステー２２，２３と頭受部２１との取付構造部分がヘッドレスト２０とモニター
ユニット３１との間の隙間から見えないように覆われている。
　次いで、後部カバー２６は、図４に示されるように、頭受部２１の背面部分に支持金具
２４で取り付けられている。この後部カバー２６は、合成樹脂製であり、前述したステー
２２，２３と頭受部２１との取付構造部分を後面側から覆うようにして配置されている。
詳しくは、後部カバー２６は、頭受部２１の背面部分の上端から垂下方向に延びる板形状
となっており、上面に頭受部２１の離間移動を許容するための湾曲部２６ａを有する。こ
れにより、後部カバー２６は、図７に示されるように、ヘッドレスト２０の設置高さが上
げられた状態時にも、ステー２２，２３と頭受部２１との取付構造部分がモニターユニッ
ト３１の上側に空いた隙間ｔｂから見えないように後面側から覆い隠しているとともに、
ヘッドレスト２０が首振り運動をして前後に移動する際に、後部カバー２６の湾曲部２６
ａがヘッドレスト２０の移動を許容するために、モニターユニット３１とヘッドレスト２
０との間に隙間を生じることがなく、見栄えの向上を図る。また、後部カバー２６がステ
ー２２，２３側の支持金具２４に固定されているために、ヘッドレスト２０の首振り運動
に連動せずに、ヘッドレスト２０の上下移動にのみ連動する。これにより、ヘッドレスト
２０が首振りしても、後部カバー２６はモニターユニット３１に干渉せずにヘッドレスト
２０の首振りをスムースに行うことができるとともに、ヘッドレスト２０が上下移動する
際にモニターユニット３１との隙間を被覆するために見栄えを向上させる。
【００２３】
　次に、ヘッドレスト２０のステー２２，２３とサポート４０，５０との連結構造につい
て説明する。
　すなわち、先ず、図３に良く示されるように、ステー２２，２３は、その差込方向の先
端となる下端部が先細状に形成されている。これにより、ステー２２，２３をサポート４
０，５０の差込口４１，５１にそれぞれ差し込む際に、先細面が案内面となり、ステー２
２，２３が差し込み易くなっている。また、一方側のステー２２には、他方側のステー２
３の方を向く側面に、長さ方向に沿って複数の調整溝２２ａ及び係止溝２２ｂが形成され
ている。詳しくは、係止溝２２ｂは、最も下側の位置に形成された調整溝２２ａの下側の
位置に形成されている。また、各サポート４０，５０は、バックフレーム１１の上部前側
の２箇所に固定された筒状の固定器具１１ａにそれぞれ差し込まれて固定されている。
　ここで、図１２には、ステー２２及びサポート４０の構成が詳しく表されている。同図
に示されるように、サポート４０の差込口４１には、ステー２２と係止してその移動を食
い止めることのできる係止爪４２が設けられている。この係止爪４２は、常時は差込口４
１の口内に突出する状態に附勢されて保持されている。また、係止爪４２には、操作ツマ
ミ４３が一体に設けられている。この操作ツマミ４３は、紙面内左方向に押し込む操作を
行うことにより、係止爪４２を上記の附勢に抗して移動させることができる。そして、こ
の操作ツマミ４３による移動により、係止爪４２を、一時的に口外に引込めておくことが
できる（仮想線状態）。
【００２４】
　したがって、操作ツマミ４３を押込操作した状態でステー２２を差し込んでいき、ステ
ー２２の下端部が係止爪４２を通過した後に操作ツマミ４３の操作を止めることにより、
係止爪４２をステー２２の外周面と当接させて押し退けた状態とすることができる。なお
、係止爪４２を、差し込まれてくるステー２２の先細面によって直接押し退けられるよう
に構成してもよい。
　そして、ステー２２を更に差込口４１の内部、すなわち差込方向Ｓへと差し込んでいく
と、そのうちに係止爪４２と係止溝２２ｂとの高さ位置が合致する。これにより、係止爪
４２は、その弾性復元力によって係止溝２２ｂに入り込み、これに係止する（図１３参照
）。ここで、係止溝２２ｂ及び係止爪４２の断面形状は、図１２において詳しく表されて
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いる。すなわち、係止溝２２ｂの断面形状は、その開口面を成す上下の面がステー２２の
径方向に向いて真っ直ぐに立ち上がったコ字形状となっている。また、係止爪４２の断面
形状は、係止溝２２ｂのコ字形状に合致する突形状となっている。したがって、図１３に
示されるように、上記断面形状を成す係止溝２２ｂと係止爪４２とが係止することにより
、ステー２２は、その差込方向Ｓ及び引抜方向Ｈへの移動が規制された状態となる。
　そして、上記の係止状態から、操作ツマミ４３を押込操作することにより、係止爪４２
と係止溝２２ｂとの係止状態が解除される。これにより、ステー２２を更に差込口４１の
内部へと差し込むことができる。したがって、ステー２２を差込口４１の内部へと差し込
んでいくと、そのうちに係止爪４２と調整溝２２ａとの高さ位置が合致する。これにより
、係止爪４２は、その弾性復元力によって調整溝２２ａに入り込み、これに係止する（図
示省略）。ここで、調整溝２２ａの断面形状は、図１２において詳しく表されている。す
なわち、調整溝２２ａの断面形状は、その開口面を成す上側の面がステー２２の径方向に
向いて真っ直ぐに立ち上がった形状となっている。そして、開口面を成す下側の面は、ス
テー２２の外周面に向けて緩やかに立ち上がる傾斜面として形成されている。したがって
、上記断面形状を成す調整溝２２ａと係止爪４２とが係止することにより、ステー２２は
、その差込方向Ｓへの移動は規制されるが、引抜方向Ｈへの移動は許容された状態となる
。
　そして、上記の係止状態から、操作ツマミ４３を押込操作してステー２２を更に差し込
んでいくことにより、係止爪４２を各調整溝２２ａと順次係止させていくことができる。
このようにして、ステー２２の差込量を調整して、ヘッドレスト２０の設置高さ位置の調
整を行うことができる。なお、係止爪４２と調整溝２２ａとが係止した状態では、ヘッド
レスト２０をそのまま引抜方向Ｈに持ち上げるように操作すれば、ステー２２を差込口４
１から引き出していくことができる。しかし、ステー２２を引き出していき、係止爪４２
と係止溝２２ｂとが係止すると、ステー２２の引き出し移動は規制される。すなわち、こ
の係止構造により、ヘッドレスト２０が何らかの拍子に引抜方向Ｈに持ち上げられても、
シートバック１０への設置状態が維持されるようになっている。
【００２５】
　次に、モニターユニット３１及びその取付構造について説明する。
　すなわち、モニターユニット３１の取付構造は、図３に良く示されるように、モニター
カバー３２と、下部カバー３３と、支持器具３４と、前部カバー３６と、から成る。
　詳しくは、モニターカバー３２は、合成樹脂製であり、モニターユニット３１を嵌め込
める大きさの嵌込口３２ａを有した枠形状に形成されている。このモニターカバー３２は
、図１に示されるように、モニターユニット３１の表示画面３１ａを嵌込口３２ａから露
出させた状態として、その外枠を覆った状態に組み付けられる。また、図３に戻って、モ
ニターカバー３２の左右両側の枠部位には、モニターユニット３１の両側部を覆うように
前方に延出した形状の側面部３２ｂが形成されている。この側面部３２ｂの上端面及び下
端面は、丸みのある曲面形状に形成されている。そして、図８に詳しく示されるように、
側面部３２ｂには、モニターユニット３１の抜け止めを図るために嵌入溝３２ｃの端縁に
突部３２ｄが形成されているために、モニターユニット３１が抜け止められて組み付けら
れている。また、図６に示されるように、モニターカバー３２の嵌合口３２ａの上端縁及
び下端縁には、モニターユニット３１の上下方向への位置ずれを防止するためのガイド３
２ｃ，３２ｄが設けられている。
　次いで、下部カバー３３は、合成樹脂製であり、図３に示されるように、モニターカバ
ー３２を下方から支持する台座のような形状に形成されている。この下部カバー３３は、
モニターカバー３２の下側に組み付けられ、その左右両側部の上面に形成された受皿状の
摺動面３３ａにおいて、モニターカバー３２の側面部３２ｂを下方から摺動可能に支持し
ている。また、下部カバー３３の左側部（紙面内右手前側の側部）の下方位置には、ボタ
ン穴３３ｂが形成されている。このボタン穴３３ｂは、下部カバー３３と後述する前部カ
バー３６とが組み付けられた際に、この前部カバー３６の左側部に設けられた解除ボタン
３６ｃの外側に位置するようになっている。これにより、ボタン穴３３ｂを通じて、解除
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ボタン３６ｃに外側から指が挿入できるようになっている。
　次いで、支持器具３４は、図３に示されるように、２本のフレーム部材により構成され
ており、バックフレーム１１の上部後側の位置に溶着されて固定されている。この２本の
フレーム部材は、その上端部分に、モニターユニット３１の背面３１ｂに取り付けられた
取付器具３１ｃがヒンジ連結されるようになっている。すなわち、図８及び図９に詳しく
示されるように、支持金具３４の端部に形成されているヒンジ部３４ａと取付金具３１ｃ
のピン孔３１ｄとにピン３１ｅが挿通されたうえで、ピン３１ｅの端部が加締め固定され
ている。これにより、支持器具３４にヒンジ連結されたモニターユニット３１は、ヒンジ
部３４ａを中心として軸回動可能な状態となる。そして、この軸回動により、表示画面３
１ａ（図１参照）の傾き角度の調整を行うことができる。ここで、支持器具３４は、図６
に示されるように、くの字状に車両の後方側に折曲した形状とされている。また、取付器
具３１ｃは、ヒンジ連結部分を頂点とした三角形状に面取りされた形状に形成されている
。これにより、後述する前部カバー３６の覆い部３６ａに対してモニターユニット３１や
取付器具３１ｃが干渉し難くなっており、モニターユニット３１の軸回動可能な領域が確
保されている。
【００２６】
　次いで、前部カバー３６は、合成樹脂製であり、図３に示されるように、モニターユニ
ット３１の背面３１ｂ（前面）側に取り付けられるようになっている。この前部カバー３
６は、図５に示されるように、モニターユニット３１を間に挟み込むようにして、モニタ
ーカバー３２や下部カバー３３に嵌め込みによって組み付けられる。ここで、前部カバー
３６には、前述した支持器具３４とモニターユニット３１との取付構造部分を前面側から
覆う面状の覆い部３６ａが形成されている。この覆い部３６ａは、前部カバー３６の下部
から上方に向けて曲面状に立ち上がる形状となっており、上記した取付構造部分を全面的
に覆っている。これにより、覆い部３６ａは、図７に示されるように、ヘッドレスト２０
の設置高さが上げられた状態時にも、支持器具３４とモニターユニット３１との取付構造
部分がヘッドレスト２０の下側に空いた隙間ｔｆから見えないように前面側から覆い隠し
ている。この覆い部３６ａの断面形状は、くの字状に車両の前方側に折曲した形状とされ
ている。詳しくは、覆い部３６ａのくの字の折曲点は、モニターユニット３１の回動中心
であるヒンジ部３４ａの高さ位置に設定されている。これにより、覆い部３６ａは、モニ
ターユニット３１の軸回動を受け入れるような回避形状となっている。
　上記構成の前部カバー３６は、図５に示されるように、モニターカバー３２及び下部カ
バー３３に組み付けられることにより、ヒンジ部３４ａを中心としたモニターユニット３
１の回動を一定の範囲内に規制することができる。すなわち、図１０に示されるように、
上記の組付状態でモニターユニット３１をどちらか一方に回動させていくと、モニターユ
ニット３１と一体となって回動するモニターカバー３２の背面（前面）が前部カバー３６
の背面（後面）と当接する（図示省略）。これにより、モニターユニット３１の回動が規
制される。
　したがって、図１１に示されるように、モニターユニット３１は、前部カバー３６を組
み付ける前の状態では、ヒンジ部３４ａを中心として自由に回動させることができる。し
たがって、同図の仮想線に示されるように、ヘッドレスト２０をシートバック１０から取
り外した状態では、モニターユニット３１を回動させてシートバック１０の上面に倒し込
んで折り畳んだ姿勢状態とすることができる。したがって、例えば、シート１を車内に搬
入する際には、モニターユニット３１を上記のように折り畳んでおくことにより、シート
１を車内に搬入し易いコンパクトな形態にすることができる。
【００２７】
　ところで、図３に示されるように、前部カバー３６には、その前側寄りの左右２箇所の
位置に、上下方向に貫通した貫通孔３６ｂが形成されている。この貫通孔３６ｂは、ヘッ
ドレスト２０をシートバック１０に設置する際に、ヘッドレスト２０の各ステー２２，２
３を上方側から差し通せるようになっている。したがって、ステー２２，２３をこれら貫
通孔３６ｂに差し通してからサポート４０，５０に差し込むことにより、図１に示される
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ように、前部カバー３６を台座のようにして、その上側にヘッドレスト２０を設置するこ
とができる。そして、このようにヘッドレスト２０を設置することにより、モニターユニ
ット３１を、ヘッドレスト２０の背面部分に形成された嵌込凹部２１ａ（詳しくは図４参
照）に下方からスライドさせて嵌め込むことができる。これにより、ヘッドレスト２０と
モニターユニット３１とを一体感のあるコンパクトな形態に組み付けることができる。ま
た、上記構成としたことにより、モニターユニット３１を、ヘッドレスト２０の上下方向
への移動には追従しない別個独立した構成とすることができる。したがって、モニターユ
ニット３１の配線を、例えばステー２２やステー２３の内部に経由させて動きを追従させ
る必要がなく、シートバック１０の内部への配線を簡単化することができる。
【００２８】
　ここで、図３に示されるように、前述した前部カバー３６には、その左側部（紙面内右
手前側の側部）の下方位置に解除ボタン３６ｃが形成されている。この解除ボタン３６ｃ
は、図５を参照して分かるように、前部カバー３６がモニターユニット３１に組み付けら
れてシートバック１０に設置された状態では、サポート４０の操作ツマミ４３の外側の位
置に配置される。なお、図５では、上記の構成を分かり易く表すために、モニターユニッ
ト３１の組付構造物全体を本来の設置高さ位置よりも浮かせた状態で表している。したが
って、実際には、モニターユニット３１の組付構造物は図５の図示状態よりも下側に位置
しており、解除ボタン３６ｃが操作ツマミ４３の直ぐ外側の位置に配置されている。
　上記の解除ボタン３６ｃは、その押し込みの操作によって操作ツマミ４３の押込操作が
行えるようになっている。すなわち、操作ツマミ４３の押込操作を、前部カバー３６の左
外側の位置から行えるようになっている。
【００２９】
　続いて、本実施例の使用方法について説明する。
　先ず、初期状態として、図１１に示されるように、モニターユニット３１が支持器具３
４によってシートバック１０にヒンジ連結されている。この状態では、モニターユニット
３１にモニターカバー３２や下部カバー３３が取り付けられており、前部カバー３６は取
り付けられる前の状態となっている。また、ヘッドレスト２０はシートバック１０から取
り外された状態とされている。したがって、この状態では、図１１に仮想線で示されるよ
うに、ヒンジ部３４ａを中心としてモニターユニット３１をシートバック１０の上面に倒
し込んで折り畳んだ姿勢状態とすることができる。これにより、シート１をコンパクトな
姿勢状態として車内に搬入することができる。
　次に、図１１に実線で示されるように、モニターユニット３１を起立姿勢の状態に戻す
。そして、図５に示されるように、モニターユニット３１の背面３１ｂ側（前面側）から
前部カバー３６を嵌め込んで組み付ける。この前部カバー３６の組み付けられた状態では
、図１０に示されるように、モニターユニット３１を一定の範囲内でのみ回動させること
ができる。これにより、後方側のシート（図示省略）に向けているモニターユニット３１
の表示画面３１ａ（図１参照）を前後方向に首振り運動させてその傾き角度の調整を行う
ことができる。
　次に、図３に戻り、ヘッドレスト２０に組み付けられたステー２２，２３をバックフレ
ーム１１のサポート４０，５０に差し込む。このとき、ステー２２，２３を、前部カバー
３６の貫通孔３６ｂに差し通してから各サポート４０，５０に差し込む。これにより、図
１に示されるように、ヘッドレスト２０とモニターユニット３１とが一体感のあるコンパ
クトな形態に組み付けられる。また、この状態では、図６に示されるように、ヒンジ部２
４ａを中心として、ヘッドレスト２０の頭受部２１の前面となる頭受面を、前後方向に首
振り運動させることができる。これにより、頭受部２１を、同図の実線で示された接近位
置と仮想線で示された離間位置との間で移動させることができ、シートバック１０に対す
る前後位置の調整を行うことができる。
　なお、ヘッドレスト２０をシートバック１０から取り外す場合には、その左側の位置に
配置された解除ボタン３６ｃの押込操作を行いながらヘッドレスト２０を引き上げていけ
ばよい。これにより、ヘッドレスト２０をシートバック１０から簡単に取り外すことがで
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きる。
【００３０】
　このように、本実施例のモニター付き車両用シートによれば、頭受部２１の前後移動の
振れ幅を頭受部２１の嵌込凹部２１ａの深さにより吸収し、ヘッドレスト２０とモニター
ユニット３１とを組み合わせた構成の前後幅を短縮することができる。したがって、ヘッ
ドレスト２０にモニターユニット３１が組み付けられる構成であっても、ヘッドレスト２
０のシートバック１０に対する前後位置の調整をコンパクトな形態で行うことができる。
更に、頭受部２１とステー２２，２３との取付構造部分を後部カバー２６によって覆った
ことにより、ヘッドレスト２０の背面側の見栄えを損なわないようにすることができると
ともに、ヘッドレスト２０の首振り運動をスムースに行うことができる。更に、モニター
ユニット３１とシートバック１０との取付構造部分を前部カバー３６によって覆ったこと
により、ヘッドレスト２０とシートバック１０との間の隙間ｔｆから見えるモニターユニ
ット３１の前面側の見栄えを損なわないようにすることができるとともに、ヘッドレスト
２０の首振り運動をスムースに行うことができる。更に、ヒンジ部３４ａにより、モニタ
ーユニット３１の表示画面３１ａの傾き角度の調整機構と、モニターユニット３１をシー
トバック１０上面に倒し込む機構とを兼用させた簡単な構成とすることができる。更に、
頭受部２１の側面部２１ｂにより、頭受部２１とモニターユニット３１との間に形成され
る側方からの隙間を覆い隠して見栄えを損なわないようにすることができる。
【実施例２】
【００３１】
　続いて、実施例２のモニター付き車両用シートの構成について、図１４を用いて説明す
る。図１４はモニター付き車両用シートのヘッドレスト２０及びモニターユニット１３１
の取付構造の分解斜視図である。
　本実施例では、シートバック１０のバックフレーム１１に固定された支持器具１３４に
対し、モニターユニット１３１が剛固定されるようになっている。具体的には、支持器具
１３４に取付基板１３７が剛固定されており、これにモニターユニット１３１が取り付け
られるようになっている。すなわち、モニターユニット１３１は、実施例１で示したよう
には回動しない構成となっている。
　したがって、これに関係して、モニターカバー１３２は、モニターユニット１３１の外
枠を覆うようにしてこれに一体に組み付けられる構成は同じであるが、前部カバー１３６
に対しても一体に組み付けられる形状となっている。なお、前部カバー１３６に設けられ
た解除ボタン１３６ｃは、実施例１で示した解除ボタン３６ｃの構成と実質的に同じもの
である。
　このように、モニターユニット１３１をバックフレーム１１に剛固定する構成とするこ
ともできる。そして、これにより、実施例１で説明した構成と比べると、モニターユニッ
ト１３１に対して取り付けられる各カバー構造を簡略化することができる。
【００３２】
　以上、本発明の実施形態を１つの実施例により説明したが、本発明は上記実施例のほか
各種の形態で実施ができるものである。
　例えば、実施例１において示したモニターユニットをシートバック上面に倒し込むため
のヒンジ部と、表示画面の傾き角度を調整するためのヒンジ部とは、異なる部位に設定さ
れていてもよい。また、解除ボタンは、必ずしも前部カバーに形成されていなくてもよく
、モニターカバー等の他の構成部材に形成されていてもよい。また、解除ボタンを設定せ
ず、単に操作ツマミに指が届くようにする孔を形成するだけであってもよい。
　また、実施例１で示した前部カバーの覆い部は、モニターユニットの取付構造部分を全
面的に覆う構造になっていなくてもよい。すなわち、覆い部は、ヘッドレストの設置高さ
が上げられた状態時に、モニターユニットの取付構造部分がヘッドレストの下側に空いた
隙間から見えないように覆い隠すことができればよい。したがって、例えば、覆い部を実
施例１で示した構成の下側領域部分のみを残して上側領域部分を取り去ったような形状（
図１１に示された覆い部１３６のような形状）とし、この下側領域部分のみで被覆機能を
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果たすように構成することもできる。こうすることにより、取り去られた上側領域部分に
よってモニターユニットの首振り運動を受け入れられるようになり、ヘッドレストとモニ
ターユニットとを組み合わせた構成の前後幅を短縮することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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